
 - 1 -

 

 

 

 現在、紙おむつ等を使用している世帯に対し、当初に配布するごみ袋購入チケット

の購入分では足りない場合には、ごみ袋購入チケットを追加で交付しています。 

 今回の支援事業は、ごみ袋購入チケットの交付を“ごみ袋の現物支給”として試行

的に実施します。 

 

■支援対象者（世帯） 

 在宅において生活する次に該当する者がおむつ等を使用し、第１段階チケットのみ

ではごみ袋が不足している世帯。 

（１）満３歳に達するまでの乳幼児 

（２）介護保険の要介護認定者 

（３）身体障害者手帳の所持者 

（４）在宅療養者 

（５）その他市長が必要と認める者 

 

■ごみ袋支給の上限 

 １回の申請に対し２０枚以内を支給し、同月内の再申請はできないものとします。 

 

■ごみ袋の種類（大きさ） 

 燃やせるごみ袋 大 

 

■申請方法 

 希望される方は、申請書に紙おむつ等を購入した領収書等を添えて、生活環境課、

総合支所、各支所、市民サービスコーナーで申請をいただき、ごみ袋を支給いたしま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         ※不正受給、過剰支給等が生じないよう適正管理します。 

■試行開始 

 １１月１日より試行期間を経て、令和４年度の本格運用を目指します。 
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